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1-2 国際復興開発銀行（世界銀行） 
International Bank for Reconstruction and Development：IBRD2 
1. 概要 

(1) 連絡先 

＜本部＞  
住所：1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 U.S.A. 
Tel：+1-202-473-1000 Fax：+1-202-477-6391 URL：https://www.worldbank.org  
＜東京事務所＞  
住所：〒100-0011  東京都千代田区内幸町 2-2-2 富国生命ビル 14 階 
Tel：03-3597-6650  Fax：03-3597-6695  E-mail：ptokyo@worldbank.org 
URL：https://www.worldbank.or/jp 

(2) 設立・根拠・沿革 
1945 年 12 月  ブレトンウッズ協定の一環としての国際復興開発銀行協定により設立 

1946 年 6 月  業務開始 

(3) 加盟国 
189 ヵ国 （IMF 加盟が必要）（日本加盟は 1952 年 8 月） 

(4) 目的・機能 
当初は、加盟戦災国の復興及び開発途上国の開発支援だったが、現在は中所得国および信用力の

ある低所得開発途上国の開発援助が主要目的。融資、保証および分析・助言サービス等の機能を

有する。 
 
2. 組織・機構 

(1) 総務会（Board of Governors） 
 IBRD の最高意思決定機関 
 一切の権限を付与されているが、新規加盟の承認、資本の増減、加盟国の資格停止等の重要事

項を除き、その権限の大半を理事会に委任 
 構成：各加盟国任命の総務・同代理各 1 名 

任期はいずれも 5 年。通常、財務大臣又は中央銀行総裁が総務をつとめる。代理は総務不在の

場合にのみ投票権を有する。IFC（国際金融公社）や IDA（国際開発協会）にも加盟している

場合、IBRD の総務・同代理はそれら機関の総務・同代理を兼務する。MIGA（多国間投資保証

機関）については別途、任命される。 
 開催：通常、IMF（国際通貨基金）総務会と合同の年次総会として年 1 回開催。 

(2) 理事会（Board of Directors） 

 
2  出典：”The World Bank Annual Report 2021”、”IBRD Management’s Discussion & Analysis and 

Financial Statements  June 30, 2021” およびホームページ 
 

https://www.worldbank.org/
mailto:ptokyo@worldbank.org
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 通常業務の執行機関 
 構成：理事（Executive Directors）25 名  

① 任命理事（ 6 名）：6 大出資国（米・日・独・仏・英・中国）から各 1 名 
② 選任理事（19 名）：19 選挙区に分けられた加盟国総務の互選により選出（現状ではサウジ

アラビアは 1 国で選挙区を構成）。任期 2 年。 
(3) 総裁（President） 
 IBRD 理事会の議長であると同時に理事会の指揮の下に通常業務を統括 
 任期：5 年 
 現総裁：David R. Malpass（第 13 代総裁。2019 年 4 月 9 日就任）米国人、エコノミスト。米

国財務次官などを歴任。 
(4) 職員数：12,528 名（うち米国以外勤務者の割合 45%） 
(5) 世銀グループの機関：国際開発協会（IDA）、国際金融公社（IFC）、多国間投資保証機関   

（MIGA） 
 
3. 財源 （会計年度は前年７月から当年６月） 
 
            〇 資金源（2021 年６月末） 

 
（注 1）加盟国は応募資本金のうち払込のなかった金額については、

世銀の要求がある場合に払込を要する請求払資本金となり、

世銀が借入及び保証を行う際の担保となる。 

（注 2）加盟国政府による請求払資本金を担保として、国際資本市場

での世銀債の証書借入等により行う。 

（注 3）特別準備金、一般準備金、剰余金、当期末処分純利益から成

り、特定使途向けの信託基金や IDA への拠出金等に充てら

れる。 

 

 

（単位：百万米ドル）
応募資本金 297,856

払込資本金（注1） 19,244
請求払資本金 278,612

借入金（注2） 260,076
中長期借入金 214,836
短期借入金（期間１年未満） 45,240

留保利益（注3） 31,007
貸倒引当金累計額 1,270
総資産（注4） 317,301
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〇 主要加盟国の応募資本金と議決権（投票権）シェア（2021 年 6 月末） 
 

 
       （注）各国の議決権は、各国一律の基礎票と応募資本金に応じて 

  決められる株式数１株１票。＠10 万米ドルの合計。 

 
4. 業務内容 

(1) 貸付業務 
ア. 貸付形態 

(ア) 投資プロジェクト融資（Investment Project Financing, IPF） 
貧困削減や持続可能な開発の実現に必要な物理的・社会的インフラの整備事業を対象に政府

に融資するもの。承諾額：2021 年度 145 億米ドル（2020 年度 150 億米ドル） 
(イ) 開発政策融資（Development Policy Financing, DPF） 

持続可能かつ共有される成長の実現及び貧困削減を支援するための政策・関係機関の行動に

関するプログラムを対象とした融資。政府または地方政府に財政支援のための資金を提供。

承諾額：2021 年度 108 億米ドル（2020 年度 101 億米ドル） 
(ウ) 成果連動型プログラム融資（Program-for-Results, P for R） 

予め定められた成果の達成を融資実行の要件とする融資制度であり、途上国の開発プログラ

ムの策定や政策実施能力の改善を支援するもの。途上国の組織能力強化、システムの改善及

びキャパシティビルディングを通じ、自力での永続的な成果実現につなげていくことを狙い

とする。承諾額：2021 年度 52 億米ドル（2020 年度 29 億米ドル） 
 なお、世銀では、2018 年にプログラム的多面アプローチ（MPA：Multiphase Programmatic 
Approach）を導入､複雑な活動を複数のプロジェクトまたはフェーズで構成される 1つのプログ

ラムとしてとらえ、段階的に実施するというアプローチを採用している。上記(ア)～(ウ)の融資

（単位：百万米ドル、％）
国名 応募資本金 払込資本金 議決権シェア

米国 49,639.9 3,276.5 15.77
日本 23,279.8 1,585.3 7.41
中国 15,763.5 1,042.9 5.03
ドイツ 13,242.8 913.3 4.23
フランス 12,223.7 842.9 3.91
英国 12,223.7 862.1 3.91
インド 9,539.0 646.0 3.05
カナダ 8,499.3 619.5 2.72
サウジアラビア 8,022.8 484.6 2.57
ロシア 8,022.8 483.5 2.57
イタリア 7,878.1 515.9 2.53
ブラジル 6,455.1 386.8 2.08
オランダ 6,128.0 421.1 1.97
その他諸国 112,773.9 6,647.2 42.15
合計 297,856.0 19,244.0 100.00
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プログラムについては、MPA の下、単一の融資プログラムのみが運用されるケース、複数の融

資プログラムが組み合わされて運用されるケースの双方がある。 
イ. 借入人  

2021 年 6 月末時点で融資適格国は 85 ヵ国 
2022 年度新規借入れについては、2020 年一人当たり GNI が 1,205 米ドル以上かつ IBRD/IDA
に対する延滞がない加盟国政府、および政府保証がつく政府機関、地方公共団体、民間企業等 

ウ. 融資条件 
(ア) IBRD フレキシブル融資（IFL） 

融資の目的、加盟国の債務管理戦略に応じた、テーラーメードで様々な条件での融資供与が

可。 
１ 通貨 
借入人の希望する通貨（ただし、世銀が対応可能なものに限る） 

２ 金利 
１）変動金利の場合 

A ベース金利：マーケットベースの変動金利で通貨ごとに決める。主要通貨のベース金利
は以下のとおり。 

・米ドル：SOFR（Secured Overnight Financing Rate）６カ月物複利後決め 
・日本円：TONA（Tokyo Over Night Average rate）６カ月物複利後決め 
・英ポンド：SONIA（Sterling Overnight Index Average）６カ月物複利後決め 
・ユーロ：EURIBOR（６カ月） 
B スプレッド 
B-1：資金調達コスト（４か月毎に更新） 
B-2：約定貸付スプレッド（Contractual Lending Spread）：0.5% 
B-3：期間プレミアム（Maturity Premium）：融資期間に応じて 0.1%～0.9% 

２）固定金利の場合（なお、2021 年 4 月より、原則として適用停止） 
1：融資期間中の想定ファンディングコスト 
2：約定貸付スプレッド（Contractual Lending Spread）：0.5% 
3：市場リスクプレミアム（Market Risk Premium）：0.1～0.15% 
4：期間プレミアム（Maturity Premium）：融資期間に応じて 0.1%～0.9% 
5：米ドル建て以外の場合は、米ドルとの間のベーシススワップ調整 
（注）期間プレミアムについては、2019 年度までは全融資適格国に同一水準のプレミアムを課して

いたが、2020年度から所得水準等に基づく 4つのグループ分けが導入され、グループごとに異
なる水準となっている。 

３）延滞金利 
延滞発生後 30 日経過後より、延滞元本を対象に、上記金利に 0.5%上乗せして算定した金
額を徴求。 

３ Fee 
A フロントエンド・フィー：コミット額を対象に 0.25%。融資金からの支払い若しくは融
資発効後 60 日以内に一括支払い 
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B コミットメント・フィー：コミット済未貸付額を対象に、年率 0.25%にて算定した金額
を、半年毎に徴求。融資金からの支払い可（発生開始は融資契約調印後 60 日経過以降。
なお、融資契約が発効した場合に限り支払い義務発生） 

C SBL Surcharge：国別の単一借入国限度（SBL-Single Borrower Limit。詳細後述）を踏
まえて定められた閾値*を超過した部分を対象に支払い。SBL 超過分を対象に、年率
0.5% 

* SBLから 25 億米ドル差し引いた金額に閾値設定。GNIがGDI（詳細後述）相当を下回る国は 224
億米ドル上限。GNI が GDI相当を上回る国は 187 億米ドル上限。 

４ 通貨及び金利の切り替え（Conversion Provisions） 
融資期間中に、通貨及び金利の切り替えが可（ただし、スワップ市場の対応可能な範囲や
世銀としてヘッジが出来る範囲に限る）。具体的には、マーケット条件に即した対価支払い
を条件に、以下を提供可能。 
・貸出済・未貸部分の通貨の切り替え 
・金利の固定化、変動化（ただし金利の固定化に関しては、2021 年 4 月以降停止）、キャ
ップやカラーの設定 

５ 返済期間 
・平均融資期間 20 年以内。最終償還日 35 年以内。返済方法は、この期間内であれば、対象
プロジェクトやプログラムのニーズを踏まえつつ柔軟に返済スケジュールを設定可能。 

・融資コミット日基準、貸出日基準のいずれかで返済期間を設定。 
６ その他 
・借入国の GNI や事情に応じ、期間プレミアム及び SBL Surcharge の減免、免除あり。 

 
(イ) 特別開発政策融資（Special Development Policy Loan－SDPL） 
信用力のある借入人に対し、世界的金融危機に直面する可能性がある場合はその構造・社会改

革のため、または既に金融危機の状況にあり緊急に外部資金を必要とする場合の融資。 
融資条件：融資期間 5～10 年（最長平均融資期間 7.5 年）、約定貸付スプレッド最低 2.0%、フロ

ントエンド・フィー1.0%、コミットメント・フィー年率 0.25％。 

2020 および 2021 両年度とも新規承諾は無く、2021 年度末の残高はゼロ。 
(ウ)  繰延引出オプション（DDO：Deferred Drawdown Option）付き融資 
借入枠設定後、一定の期間は、借入人は資金需要が発生するまで資金引出を繰り越せるオプシ

ョン付きの融資。DPF の融資実行に関するオプションである DPL DDO（Development Policy 
Loan Deferred Drawdown Option）、災害発生時に適用可能な CAT DDO（Catastrophe Risk 
Deferred Drawdown Option）がある。  
フィーの水準、返済期間の設定方法等、通常の IFL と比べ、若干の条件の相違がある。 
2021 年度実行額は 96 億米ドル、同年度末の未実行残高はゼロ。 

エ. 国別融資限度額（エクスポージャー・ベース） 
1 ヵ国に対するエクスポージャー限度額は、EAL（Equitable Access Limit）または SBL
（Single Borrower Limit）のいずれか小さい方。 
EAL=法定与信限度の 10%（2021 年度末：329 億米ドル） 
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SBL=借入国の一人当たり GNI が世銀卒業検討所得（GDI-Graduation Discussion Income：
7,065 米ドル）超の場合 212 億米ドル、同未満の場合 249 億米ドル 
＜参考＞2021 年度末のエクスポージャー最大国はインドで 177 億米ドル 

(2) 保証業務 
ア. 保証形態 

(ア) プロジェクト・ベース保証（Project-based guarantees） 
政府が、特定の事業に対する民間投資（株式投資、融資の双方）を誘因することを意図する

際に適用される保証。以下の二つのメニューがある。 
(i) ローン保証 

プロジェクトに関連して、当該国政府が、契約・法律・規則に基づき発生した義務を果たさ

ないことに伴うローン不払いを対象とした保証。 
(ii) 支払保証（Payment Guarantees） 

契約・法律・規則に基づき発生した融資以外の債務不履行を対象とした保証 
(イ) 政策ベース保証（Policy-based guarantees） 

世銀が政策プログラムや成長促進・持続可能な貧困削減への取組みを支援している際に、開

発政策の一環として適用される保証。 
民間金融機関の融資金が、開発政策の実行に関する予算面での支援に充当される場合におい

て、政府の債務不履行リスクの補完を民間のレンダーに提供。 
イ. 保証エクスポージャー  

2021 年度末 3,079 百万米ドル（2020 年度末 3,264 百万米ドル） 
加えて、MIGA、IDB、および AfDB との各エクスポージャー交換契約に基づき 3,640 百万ドル

の保証を供与 
(3) エンクレーブ融資・保証 

IDA-only 国におけるプロジェクトについて、大きな経済効果が期待されるものの、当該国の返済

能力や IDA 資金、その他譲許的資金で賄いきれないとみなされる場合、投資プロジェクト融資で

あるエンクレーブ融資・保証を提供。 
(4) ヘッジ商品 

金利スワップ、金利オプションのキャップやカラー取引、通貨スワップ、商品スワップを提供。 
(5) その他の業務 
ア. 技術援助 
 世銀ミッション派遣による開発計画の策定 
 助言、一般訓練計画による開発途上国技術者の育成 
イ. 支援国会合（ Consultative Group ）の開催や開発援助委員会（ DAC ： Development 

AssistanceCommittee）へのオブザーバーとしての参加 
ウ. 信託基金の執行 

特定の支援テーマや地域を定め多国間資金メカニズムとして信託基金を立ち上げている。 
日本の拠出で創設された信託基金に、開発政策・人材育成基金（PHRD：Japan Policy and 
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Human Resources Defvelopment Fund、1990 年 7 月創設）や日本社会開発基金（JSDF：

Japan Social Development Fund、2000 年 6 月創設）がある。PHRD は貧困削減と能力開発の

分野の多岐にわたる活動を支援し、JSDF は、途上国の貧困状態にある人々や社会的に最も脆弱

な立場におかれている人々のニーズに直接対応し、持続可能な活動へと発展する可能性の高い

社会プログラムの支援を目的としている。 
実行実績：2021 年度 470 百万米ドル（2020 年度 470 百万米ドル） 

エ. 研究活動：開発途上国の経済開発、対外債務問題等の研究 
 

5. 実績        
 〇 承諾・実行実績                              

 

（注）IBRD 単独。保証を含む。 
  

（単位：件、百万米ドル）
年度 件数 承諾 実行 残高
2017 133 22,611 17,861 179,455
2018 124 23,002 17,389 185,589
2019 100 23,191 20,182 194,787
2020 142 27,976 20,238 204,231
2021 125 30,523 23,691 220,564
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〇 地域別承諾・実行実績 

 

 
  〇 セクター別承諾実績 

 
  

（単位：百万米ドル）
地域/年度 2017 2018 2019 2020 2021

承諾 596 470 315 1,716 1,525

実行 257 210 159 932 325
承諾 567 650 505 9 500
実行 170 524 531 155 132
承諾 4,404 3,981 4,030 4,770 6,753
実行 3,961 3,476 5,048 4,679 4,439
承諾 4,569 3,550 3,749 5,699 4,559
実行 2,799 4,134 2,209 3,100 3,625
承諾 5,373 3,898 5,709 6,789 9,464
実行 3,885 4,066 4,847 5,799 8,741
承諾 4,869 5,945 4,872 3,419 3,976
実行 5,335 3,281 4,790 2,415 2,764
承諾 2,233 4,508 4,011 5,565 3,746
実行 1,454 1,698 2,598 3,158 3,665
承諾 22,611 23,002 23,191 27,976 30,523
実行 17,861 17,389 20,182 20,238 23,691

南アジア

合計

東部・南部アフリカ

西部・中央アフリカ

東アジア・大洋州

ヨーロッパ・中央アジア

ラテンアメリカ・カリブ海

中東・北アフリカ

（単位：百万米ドル）
セクター/年度 2017 2018 2019 2020 2021

農業・漁業・林業 754 2,561 1,025 1,767 1,260

教育 1,074 1,685 1,875 1,135 2,017
エネルギー・鉱業 4,434 3,084 2,847 2,053 2,379
金融 1,879 764 2,299 3,702 3,828
保健 1,189 2,204 1,674 3,980 2,606
産業・貿易・サービス 2,694 3,416 2,361 2,208 3,030
ICT 503 324 611 886 773
行政 4,754 2,189 5,327 4,301 5,666
社会的保護 778 2,091 2,115 4,786 4,800
運輸 2,551 2,074 1,485 1,323 2,273
上下水・衛生・汚水・廃棄物処理 2,000 2,610 1,571 1,834 1,891
合計 22,611 23,002 23,191 27,976 30,523
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〇 テーマ別承諾実績 

 
（注）個々のプロジェクトが複数のテーマにわたる場合があるため、合計値を算出していない。 

 
〇 借入上位 10 ヵ国の融資残高とシェア（2021 年度末） 

 
 

6. コラム 
 COVID-19 の拡大と影響の封じ込めに向け、2020 年 2 月に、15 カ月間でグループ内の国際開発

協会（IDA）からの 500億米ドルのグラントおよび譲許的融資を含む最大 1,600億米ドルの資金

の提供を公表。途上国が行う国際的な感染拡大への対応と保険制度の強化を支援する。４月 2日

には、新型コロナウィルス感染症への対応に特化したファストトラック・ファシリティの下で

実施される 25 カ国でのプロジェクト（19 億米ドル）を公表。 
 新型コロナウィルス感染症危機対応では、世銀グループとして「人的被害の緩和」、「貧困層・

最脆弱層の保護」、「持続可能なビジネスの成長と雇用創出の確保」、「強靭な回復のための政策、

（単位：百万米ドル）
テーマ/年度 2017 2018 2019 2020 2021
経済政策 1,677 1,124 1,363 1,000 2,194
環境・天然資源 7,237 10,409 8,514 9,423 10,902
金融 3,330 2,501 3,546 5,304 6,408
人間開発・ジェンダー 2,687 6,641 7,227 12,799 21,928
民間セクター開発 5,741 4,945 4,438 4,936 6,616
公共セクター管理 3,516 1,353 2,912 3,206 3,682
社会開発・社会的保護 939 2,844 2,453 4,721 5,603
都市・農村開発 5,937 8,593 6,511 6,777 7,945

（単位：百万米ドル、％）
国名 融資残高 シェア

インドネシア 18,466 8.37

インド 18,105 8.21
中国 15,749 7.14
メキシコ 15,653 7.10
ブラジル 15,330 6.95
コロンビア 12,944 5.87
エジプト 11,703 5.31
トルコ 11,541 5.23
フィリピン 9,158 4.15
モロッコ 7,946 3.60
上位10ヵ国計 136,595 61.93



IBRD 23 

組織・制度、投資の強化」の 4つを柱とするアプローチを採用している。2020年 10月にはワク

チンの調達と配布、検査、治療について 120 億米ドルの支援（24 カ月の期間）が承認され、

2021 年 4 月時点で 17 ヵ国を対象に合計 20 億米ドルの支援が承認されている。2021 年 6 月に

は、IMF、WHO、WTO とともにワクチン、治療薬、診断法について途上国への速やかな浸透

を目的とするタスクフォースを立ち上げている。 
 気候変動への対応では、世銀グループとして、2021 年度までの 5 年間に途上国の気候変動対策

に 830 億米ドルの資金を提供。2021 年 6 月には、2021～25 年を対象期間とする気候変動行動

計画を発表。同計画では途上国の気候変動対策への資金提供を一段と拡大し、IBRD と IDA で

は理事会が承認する実物経済に係る業務について 2023 年 7 月以降は全てをパリ協定の目的と整

合させつつ実施するとしている。IFC と MIGA では 2023 年 7 月以降は 85％、2025 年 7 月以降

は 100％をパリ協定の目的と整合させつつ実施するとしている。また、エネルギー、農業、食料、

水、土地、都市、運輸、製造業等を重点分野とし、金融システムについても脱炭素に向けた強

靭かつ持続可能な投資を促進するシステムの実現を支援する計画である。このほか、明確な測

定基準、目標、マイルストーンを備えたモニタリング・システムの活用を謳い、「国別気候・開

発報告書」の作成を通じて気候と開発の統合の強化や活動の優先順位付けを図るとしている。 
 
  




